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関西電力株式会社美浜発電所原子炉施設保安規定 
の変更に関する審査結果 

 

原規規発第 2002271 号 

令和２年２月２７日 

原 子 力 規 制 庁 

 

１．審査結果 

原子力規制委員会原子力規制庁（以下「規制庁」という。）は、核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」と

いう。）第４３条の３の２４第１項の規定に基づいて、関西電力株式会社（以下「申請者」

という。）から提出された美浜発電所原子炉施設保安規定（以下「美浜保安規定」という。）

変更認可申請書（平成２７年３月１７日申請、平成３０年１月１５日、令和元年７月３１

日及び令和元年１２月９日一部補正）について審査した。 

 

この際、原子炉等規制法第４３条の３の２４第２項に定める「核燃料物質若しくは核燃

料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分でないと認める

とき」に該当しないものであるかどうかを確認するため、第１編（運転段階）については、

実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準（原規

技発第１３０６１９８号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））、第２編（廃止

措置段階）については、廃止措置段階の発電用原子炉施設における保安規定の審査基準（原

管廃発第１３１１２７１５号（平成２５年１１月２７日原子力規制委員会決定））（以下こ

れらを「保安規定審査基準」と総称する。）に基づき、審査した。 

この審査においては、原子力規制委員会が平成２８年１０月５日付けで許可した美浜発

電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号発電用原子炉施設の変更）（平成２７年３

月１７日申請、平成２８年５月３１日及び平成２８年６月２３日一部補正）及び原子力規

制委員会が平成３１年１月１６日付けで許可した美浜発電所の発電用原子炉設置変更許

可申請書（原子炉制御室の居住性確保、内部溢水による管理区域外への漏えいの防止等）

（平成３０年６月１１日申請、平成３０年９月２１日及び平成３０年１０月３１日一部補

正）（以下「設置変更許可申請書（３号発電用原子炉施設の変更）」と総称する。）に記載さ

れた措置に関する内容を満足することも確認した。 

その結果、美浜保安規定変更認可申請書は、原子炉等規制法第４３条の３の２４第２項

に定める「核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による

災害の防止上十分でないと認めるとき」に該当しないことが確認できたことから、原子炉

等規制法第４３条の３の２４第１項の規定に基づく認可をして差し支えないものと認め

られる。 

具体的な審査の内容については以下のとおり。 
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２．審査内容 

規制庁は、設置変更許可申請書（３号発電用原子炉施設の変更）の反映に伴う美浜保安

規定の変更事項である火災、内部溢水、その他自然災害、重大事故等及び大規模損壊発生

時（以下「各事象発生時」という。）への対応等に係る事項について審査した。 

また、１号炉及び２号炉については、廃止措置段階として、品質保証、運転及び管理を

行う者の職務及び組織等の事項についても審査した。 

更に、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の改正に伴う火山影響等発生時の

体制の整備に関連する事項についても審査した。 

主な内容を以下に記載する。 

なお、以下に記載する事項のほか、記載の適正化等の従来の美浜保安規定から変更がな

された事項についても審査を行い、美浜保安規定変更認可申請書が保安規定審査基準を満

足していることを確認した。 

また、ここで用いる号番号は、断りのない限り保安規定審査基準のうち実用発電用原子

炉の設置、運転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令第７７号。以下「実用炉規則」

という。）第９２条第１項及び第３項の当該号番号に関する審査基準を表している。 

 

（１）第１項第３号（発電用原子炉施設の品質保証） 

第３号は、継続的改善を行う品質保証体制が構築され、要領書、作業手順書その他

保安に関する文書について、重要度等に応じて位置付けが明確にされていることを要

求している。 

規制庁は、申請者がこれまで品質保証活動を実施してきた体制の下で、設置変更許

可申請書（３号発電用原子炉施設の変更）を踏まえて新たに美浜保安規定に定めるこ

ととした各事象発生時への対応等に関する運用管理に係る事項を含む社内規定につ

いて重要度等に応じて位置付けを明確に定めていることを確認できたことから、第３

号を満足していることを確認した。 

 

（２）第１項第４号（発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者の職務及び組織） 

第４号は、本店及び事業所における発電用原子炉施設に係る保安のために講ずべき

措置に必要な組織及び各職位の職務内容が定められていることを要求している。 

規制庁は、各事象発生時の対応等を踏まえ各実施者の保安に関する職務を定めてい

ることを確認できたことから、第４号を満足していることを確認した。 

 

（３）第１項第５号、第６号及び第７号（発電用原子炉主任技術者の職務の範囲等） 

第５号、第６号及び第７号は、発電用原子炉主任技術者（以下「原子炉主任技術者」

という。）の選任について定められていること、職務範囲及びその内容（以下「職務

範囲等」という。）が適切に定められ、必要な権限、組織上の位置付け及び上位者等

との関係で独立性が確保されていることを要求している。 
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規制庁は、原子炉主任技術者について、以下に掲げる事項を確認できたことから、

第５号、第６号及び第７号を満足していることを確認した。 

① 原子炉主任技術者の選任は、実用炉規則第９５条の規定に基づき、原子炉ごと

に行うこと、その選任に必要な実務経験の内容及び期間を定めていること 

② 各事象発生時への対応等を踏まえ、原子炉主任技術者の職務範囲等を定めてい

ること 

③ 原子炉主任技術者は、美浜発電所長（以下「所長」という。）を含め運転に従

事する者に対して、保安上必要な場合の指示を行える権限が付与されているこ

と 

④ 原子炉主任技術者は、本店の保安に関する役職者から選任し、その代行者を発

電所の課（室）長以上の役職者から選任するものとして、組織上の位置付けが

なされていること 

⑤ 原子炉主任技術者は、代行者を含め原子力事業本部長が選任し、発電所の保安

業務から独立して配置し、上位者等との関係において独立性があること、また、

発電所の職務を兼務する場合は兼務ができる職務を限定し、その職務からは原

子炉主任技術者として担当する号炉の職務を除外し、兼務する職務との関係に

おいて独立性があること 

 

（４）第１項第８号（保安教育） 

第８号は、従業員及び協力企業の従業員に対する保安教育実施方針が定められてい

ること、また、保安教育実施方針に基づき、保安教育実施計画を定め、計画的に保安

教育を実施することが定められていることを要求している。 

規制庁は、保安教育について、以下に掲げる事項を確認できたことから、第８号を

満足していることを確認した。 

① 保安教育実施方針において、従業員及び協力企業の従業員への教育内容、対象

者及び教育時間等を各事象発生時への対応等を踏まえて定めていること 

② 従業員及び協力企業の従業員への保安教育実施計画は、保安教育実施方針に基

づき定めるとしていること 

 

（５）第１項第９号（発電用原子炉施設の運転） 

第９号は、運転員の確保、運転管理に係る社内規程類の作成及び地震・火災等発生

時に講ずべき措置が定められていることを要求している。また、安全機能を有する系

統、機器及び重大事故等対処設備等について運転状態に対応した運転上の制限（以下

「ＬＣＯ」という。）を満足していることの確認の内容（以下「サーベランス」とい

う。）、ＬＣＯを満足していない場合に要求される措置及び要求される措置の完了時間

（以下「ＡＯＴ」という。）が定められていることを要求している。さらに、異常発

生時の基本的対応事項等について定められていることを要求している。 

規制庁は、美浜発電所原子炉施設（以下「原子炉施設」という。）の運転について、



4 

 

以下に掲げる事項を確認できたことから、第９号を満足していることを確認した。 

① 運転員の確保について、重大事故等の対応のための力量を有する者を確保する

としていること、重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を

行うために必要な要員（以下「対策要員」という。）を常時確保することを定め

ていること、また、運転員又は対策要員に欠員が生じた場合の補充及び運転員

又は対策要員の補充に見込みが立たない場合には原子炉を停止するとする原

子炉の安全を確保する措置について定めていること 

② 誤操作防止に関する事項、各事象発生時の体制の整備に関し、新たに社内規定

を作成するとしていること 

③ 火災、内部溢水、地震、津波、竜巻及び火山（降灰）事象（以下「自然災害等」

という。）の発生時に講ずべき措置として、以下の事項を定めていること 

ａ. 原子炉施設の保全のための活動を行うために、対策要員の配置及び教育

訓練並びに可搬型照明等の資機材の配備についての計画を策定すること

を定めていること 

ｂ. 自然災害等の発生時における原子炉施設の保全のために必要な体制及び

手順を整備することを定めていること 

ｃ. 自然災害等に対する原子炉施設への影響評価の評価条件が変わる場合等

に影響確認を行うことを定めていること 

ｄ. 上記の措置等について、定期的に評価を行い、評価結果に基づき、必要

な見直しを行うことを定めていること 

④ 重大事故等対処設備に関するＬＣＯ等の設定について、以下の事項を定めてい

ること 

ａ. 設置変更許可申請書（３号発電用原子炉施設の変更）に記載されている

安全解析の前提条件又はその他の設計条件を満足する各重大事故等対処

設備のＬＣＯに関すること 

ｂ. 各重大事故等対処設備に設定されたＬＣＯに対する平常時の待機状態に

応じたサーベランスの実施方法に関すること 

ｃ. ＬＣＯを満足していない場合に運転状態に応じて代替機能を有する設備

の健全性を確認するなどの措置及びＡＯＴに関すること 

ｄ. ＬＣＯを満足していない場合において要求される措置をＡＯＴ内で完了

できない場合に各重大事故等対処設備の動作要求のない運転状態への移

行や原子炉を停止するなどの措置に関すること 

⑤ 異常発生時の対応として、重大事故等に至る場合も考慮し、異常時における必

要な措置を運転操作基準として定めていること 

 

（６）第１項第１１号（発電用原子炉施設の運転の安全審査） 

第１１号は、発電用原子炉施設の保安運営に関する重要事項を審議する委員会につ

いて、構成及び審議事項が定められていることを要求している。 
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規制庁は、原子炉施設の保安運営に関する重要事項を審議する委員会について、原

子力発電安全運営委員会の審議事項に、新たに誤操作の防止に関する事項、各事象発

生時の体制の整備に関する事項、改造の実施に関する事項を定めていることを確認で

きたことから、第１１号を満足していることを確認した。 

 

（７）第１項第１５号（放射線測定器の管理） 

第１５号は、放射線計測器の種類、所管箇所及び数量が定められていることを要求

している。 

規制庁は、重大事故等対処設備として新たに設置する可搬型の放射線計測器の種類、

所管箇所及び数量を定めていることを確認できたことから、第１５号を満足している

ことを確認した。 

 

（８）第１項第１６号（発電用原子炉施設の巡視及び点検） 

第１６号は、日常の保安活動の評価を踏まえ、発電用原子炉施設の点検対象施設及

び設備の巡視及び点検に関することが適切に定められていることを要求している。 

規制庁は、点検対象設備に重大事故等対処設備等が追加され、点検対象設備の巡視

及び点検について、定期的に実施することを定めていることを確認できたことから、

第１６号を満足していることを確認した。 

 

（９）第１項第２０号（火災発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う

体制の整備） 

第２０号は、火災が発生した場合における発電用原子炉施設の保全のための活動を

含む火災防護対策を行う体制の整備に関する措置を講じることが定められているこ

とを要求している。 

規制庁は、火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備に

ついて、以下に掲げる事項を確認できたことから、第２０号を満足していることを確

認した。 

① 火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な計画

として、消防機関への通報、通報設備の設置、火災発生時における原子炉施設

の保全のための活動を行うために必要な要員（以下「火災要員」という。）の配

置、火災要員に対する教育訓練、資機材の配備及び可燃物の管理等を含む火災

防護計画を策定することを定めていること 

② 火災の発生を消防官吏に確実に通報するために必要な設備として、中央制御室

から消防機関へ通報するための専用回線を使用した通信設備を設置すること

を定めていること 

③ 火災要員の配置として、通報連絡者、運転員及び専属消防隊による必要な初期

消火活動要員が発電所に常駐すること、自衛消防隊を設置することを定めてい

ること、火災により原子力災害が発生した場合等の体制を定めていること 
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④ 火災要員に対し、内部火災及び外部火災の対応に必要な教育訓練を実施するこ

と、教育訓練の対象者及び教育時間を定めていること 

⑤ 火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うため、化学消防自動

車、泡消火薬剤等の資機材を配備することを定めていること 

⑥ 可燃物の管理として、持込可燃物の総発熱量等及び保管状態の確認を実施する

ことを定めていること 

⑦ その他、火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要

な体制の整備に関する事項として、火災防護に必要な設備の要求性能を維持す

るため保守管理計画に基づく保守管理、点検及び必要に応じた補修、並びに内

部火災及び外部火災の影響評価の評価条件が変わる場合等に影響確認及び評

価結果に影響がある場合の再評価を行うこと等を社内規定に定めるとしてい

ること 

⑧ 火災発生時におけるそれぞれの措置について、定期的に評価を行い、評価結果

を踏まえて、必要な見直しを行うことを定めていること 

 

（１０）第１項第２１号（内部溢水発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動

を行う体制の整備） 

第２１号は、内部溢水発生時における発電用原子炉施設の保全のための体制の整備

に関する措置が定められていることを要求している。 

規制庁は、内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整

備について、以下に掲げる事項を確認できたことから、第２１号を満足していること

を確認した。 

① 内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な

計画として、溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために

必要な要員（以下「溢水要員」という。）の配置、溢水要員に対する教育訓練及

び資機材の配備についての計画を策定することを定めていること 

② 溢水要員の配置として、内部溢水により原子力災害が発生した場合の体制を定

めていること 

③ 溢水要員に対し、必要な教育訓練を実施すること、教育訓練の対象者及び教育

時間を定めていること 

④ 内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な

資機材を配備することを定めていること 

⑤ その他、内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために

必要な体制の整備に関する事項として、溢水防護に必要な設備の要求性能を維

持するため保守管理計画に基づく保守管理、点検及び必要に応じた補修、並び

に溢水の影響評価の評価条件が変わる場合等に影響評価を行うことを社内規

定に定めるとしていること 

⑥ 内部溢水発生時におけるそれぞれの措置について、定期的に評価を行い、評価
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結果を踏まえて、必要な見直しを行うことを定めていること 

⑦ 容器、配管に加え、その他の設備を溢水源とした溢水が発生した場合の措置を

行うことを社内規定に定めるとしていること 

 

（１１）第１項第２１号の２（火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のため

の活動を行う体制の整備） 

第２１号の２は、火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動

を行う体制の整備に関する措置が定められていることを要求している。 

申請者は、外気取入口から侵入する火山灰の想定について、原子力発電所の火山影

響評価ガイド（原規技発第１３０６１９１０号（平成２５年６月１９日原子力規制委

員会決定））を踏まえ、原子力発電所の敷地において運用期間中に想定される降下火

砕物が２４時間に堆積したと仮定して気中降下火砕物濃度を求め、火山影響等発生時

における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備について定めるとしてい

る。 

規制庁は、火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の

整備について、以下に掲げる事項を確認できたことから、第２１号の２を満足してい

ることを確認した。 

① 火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要

な計画として、原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員（以下

「火山要員」という。）の配置、当該要員に対する教育訓練、資機材の配備等に

ついての計画を策定することを定めていること 

② 火山要員の配置として、火山影響等発生時における体制を定めていること 

③ 火山要員に対し、必要な教育訓練を実施すること、教育訓練の対象者及び教育

時間を定めていること 

④ 火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うため、降下火

砕物の除去等に使用する道具、防護具、フィルタ等の資機材を配備することを

定めていること 

⑤ 火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要

な社内規定の整備について、以下の手順等を定め、遵守させることを定めてい

ること 

ａ. 非常用交流動力電源設備の機能を維持するための対策に関すること 

ｂ. ａ.に掲げるもののほか、代替電源設備その他の炉心を冷却するために必

要な設備の機能を維持するための対策に関すること 

ｃ. ｂ.に掲げるもののほか、交流動力電源が喪失した場合における炉心の著

しい損傷を防止するための対策に関すること 

具体的には、それぞれの対策について、⑤ａ．においては前述の気中降下火砕

物濃度を、⑤ｂ．及びｃ．においては当該気中降下火砕物濃度を超える濃度を

それぞれ想定し、以下のとおり定めていること 
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（⑤ａ．の対策）非常用ディーゼル発電機への改良型フィルタの取り付けを

行い、継続的に改良型フィルタの取替、清掃を実施し、非常用ディーゼル

発電機の機能を維持すること、また海水ポンプ除塵フィルタを取り外すこ

と 

（⑤ｂ．の対策）タービン動補助給水ポンプを使用して蒸気発生器２次側へ

給水することにより炉心の冷却機能を維持すること 

（⑤ｃ．の対策）屋外に配備した蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）

へ給電するため、電源車を燃料取扱建屋内に移動し、これらを使用して蒸

気発生器２次側へ給水し炉心の冷却機能を維持することにより炉心の著

しい損傷を防止すること 

⑥ その他、火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うため

に必要な体制の整備について、以下に掲げる事項を定めていること 

ａ. 緊急時対策所の居住性を確保するための対策に関すること 

ｂ. 通信連絡手段を確保するための対策に関すること 

ｃ. アクセスルートの確保、対策のために必要な燃料及び水源の確保、降下

火砕物の侵入防止及び除去作業、降灰時の原子炉施設への影響確認、保

守管理及び点検に関する手順等を社内規定に定めるとしていること 

ｄ. 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置として、原子炉停止の判

断基準を定めていること 

⑦ 火山影響等発生時におけるそれぞれの措置の内容について、定期的に評価を行

うとともに、評価の結果を踏まえて必要な措置を実施することを定めているこ

と、また、火山現象に係る新たな知見等の収集、反映等を実施すること 

 

（１２）第１項第２２号（重大事故等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活

動を行う体制の整備） 

第２２号は、重大事故に至るおそれのある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計

基準事故を除く。）又は重大事故が発生した場合における発電用原子炉施設の保全の

ための活動を行う体制の整備に関する措置として、重大事故等発生時における発電用

原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な計画の策定、対策要員の配置、対

策要員に対する教育及び訓練、資機材の配備並びに社内規程類の策定及び社内規程類

の遵守をすることが定められていることを要求している。 

規制庁は、重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の

整備について、以下に掲げる事項を確認できたことから、第２２号を満足しているこ

とを確認した。 

 

① 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要

な計画として、対策要員の配置、対策要員に対する教育訓練及び資機材の配備

についての計画を策定することを定めていること 
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② 対策要員について、以下の事項を定めていること 

ａ. 原子炉施設における対策要員の役割分担及び責任者の配置に関すること 

ｂ. 複数号炉の同時被災における対策要員の配置に関すること 

ｃ. 本店における対策要員の役割分担及び責任者の配置に関すること 

ｄ. 重大事故等発生後の中長期的な対応が必要となった場合における体制の

確立に関すること 

ｅ. 本店及び他の原子力事業者等から技術的な支援が受けられる体制の整備

に関すること 

③ 対策要員に対する教育及び訓練として、以下の考え方に基づいて作成した実施

計画に従い、教育及び訓練を毎年１回以上定期的に実施することを定めている

こと、重大事故等対処施設の使用を開始するに当たっては、あらかじめ必要な

教育及び訓練を実施することを定めていること、また、事象の進展に応じて対

処するために必要な力量の維持向上のための教育訓練、並びに重大事故の発生

及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力を満足する

こと及び有効性評価の前提条件を満足することを確認するための成立性の確

認訓練（以下「成立性の確認訓練」という。）を実施することを定めていること 

ａ. 力量の維持向上のための教育訓練を年１回以上実施すること 

ｂ. 成立性の確認訓練を年１回以上実施すること 

ｃ. 成立性の確認訓練は、設置変更許可申請書（３号発電用原子炉施設の変

更）にて確認した事象のうち、雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納

容器過圧破損）等の重要事故シーケンス等の訓練を含んでいること 

ｄ. 重大事故等対処施設の使用開始前に、あらかじめ力量の付与のための教

育訓練を実施すること、また、その具体的な時期については、運転上の

制限が適用開始される日（使用前検査終了日等）までとしていること 

④ 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要

な資機材については、可搬型照明等の資機材を確保すること、さらにこれらの

予備品を確保することについて定めていること 

⑤ 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要

な社内規定の整備について、事象の種類及び事象の進展に応じて重大事故等に

的確かつ柔軟に対処するための以下の手順等を定め、遵守させることを定めて

いること 

ａ. 重大事故等発生時における炉心の著しい損傷を防止するための対策に関

すること 

ｂ. 重大事故等発生時における原子炉格納容器の破損を防止するための対策

に関すること 

ｃ. 重大事故等発生時における使用済燃料ピットに貯蔵する燃料体の著しい

損傷を防止するための対策に関すること 

ｄ. 重大事故等発生時における原子炉停止時における燃料体の著しい損傷を
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防止するための対策に関すること 

⑥ その他、重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うため

に必要な体制の整備について、以下に掲げる事項を定めていること 

ａ. 財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針を定めていること 

ｂ. 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために

必要な原子炉主任技術者の職務について定めていること 

ｃ. 予備品、燃料等について支援を受ける体制、通常時に使用する系統から

の切替えの容易性について考慮された手順、アクセスルートについて状

況に応じて確保できる手順、復旧作業に係る体制、本店が行う支援に関

する体制の整備等について定めるとしていること 

⑦ 重大事故等発生時におけるそれぞれの措置の内容について、定期的に評価を行

うとともに、評価の結果を踏まえて必要な措置を実施することを定めているこ

と 

⑧ 中央制御室の居住性に関する手順等として、アニュラス空気再循環設備の運転

手順等を定めていること 

 

（１３）第１項第２３号（大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全のための活

動を行う体制の整備） 

第２３号は、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊が発生した場合における発電用原子炉施

設の保全のための活動を行う体制の整備に関する措置として、大規模損壊発生時にお

ける発電用原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な計画、大規模損壊発生

時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員（以下「大

規模要員」という。）の配置、大規模要員に対する教育及び訓練、資機材の配備並び

に社内規程類の策定及び社内規程類の遵守をすることが定められていることを要求

している。 

規制庁は、大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の

整備について、以下に掲げる事項を確認できたことから、第２３号を満足しているこ

とを確認した。 

① 大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要

な計画として、大規模要員の配置、大規模要員に対する教育訓練及び資機材の

配備についての計画を策定することを定めていること 

② 大規模要員について、通常の原子力防災体制での指揮命令系統が機能しない状

況においても、対応する要員を確保するとともに指揮命令系統を確立すること

を定めていること 

③ 大規模要員に対して、以下の考え方に基づいて作成した実施計画に従い、教育

及び訓練を毎年１回以上定期的に実施すること、また、重大事故等対処施設の

使用を開始するに当たっては、あらかじめ必要な教育及び訓練を実施すること
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を定めていること 

ａ. 力量の維持向上のための教育訓練を年１回以上実施すること 

ｂ. 大規模損壊発生時に必要な措置を実施するために必要な技術的能力を満

足することを確認するための訓練を年１回以上実施すること 

ｃ. 通常の発電所災害対策本部の体制を基本としつつ、通常とは異なる対応

が必要となる状況においても流動性をもって対応できる力量を確保して

いくこと 

ｄ. 重大事故等対処施設の使用開始前に、あらかじめ力量の付与のための教

育訓練を実施すること、また、その具体的な時期については、運転上の

制限が適用開始される日（使用前検査終了日等）までとしていること 

④ 大規模損壊発生時に備えた資機材等の配備に関する基本的な考え方を定め、資

機材等を配備すること、これら必要な資機材等の防護の基本的な考え方につい

て定めていること 

⑤ 大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要

な社内規定の整備について、重大事故等対処設備を活用した手順等に加えて、

事象進展の抑制及び緩和に資するための多様性を持たせた以下の手順等を定

め、遵守させることを定めていること 

ａ. 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活

動に関すること 

ｂ. 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関

すること 

ｃ. 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和するための対策

に関すること 

ｄ. 大規模損壊発生時における使用済燃料ピットの水位を確保するための対

策及び燃料体の著しい損傷を防止するための対策に関すること 

ｅ. 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するための対策に関

すること 

⑥ 大規模損壊発生時におけるそれぞれの措置について、定期的に評価を行うとと

もに、評価の結果を踏まえて必要な措置を実施することを定めていること 

⑦ 大規模損壊発生時における本店が行う支援に関する活動として、計画の策定、

体制の整備及び定期的な評価について定めていること 

 

（１４）第１項第２４号（記録及び報告） 

第２４号は、発電用原子炉施設に係る保安に関し、必要な記録を適正に作成し、管

理すること等が定められていることを要求している。また、所長及び原子炉主任技術

者に報告すべき事項が定められていることを要求している。 

規制庁は、記録及び報告について、以下に掲げる事項を確認できたことから、第２

４号を満足していることを確認した。 
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① 実用炉規則第６７条に基づく記録事項を定めており、再結合装置内の温度の記

録等について、記録すべき場合及び保存期間を定めていること 

② 各事象発生時への対応等を含め、所長及び原子炉主任技術者に報告すべき事項

を定めていること 

 

（１５）第１項第２５号（発電用原子炉施設の保守管理） 

第２５号は、日常の保安活動の評価を踏まえ発電用原子炉施設の保守管理に関して、

適切な内容が定められていることを要求している。 

規制庁は、保守管理について、保守管理を行う保全対象範囲に重大事故等対処設備、

多様性拡張設備、大規模損壊時の対応に使用する設備等を追加し、これらの保全重要

度を設定するとともに、それに応じた保守管理を行うことを定めていることを確認で

きたことから、第２５号を満足していることを確認した。 

 

（１６）第３項第１８号の２（火山影響等発生時の体制の整備） 

第１８号の２は、廃止措置段階の発電用原子炉施設について、火山影響等発生時に

おける発電用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備に関する措置が定め

られていることを要求している。 

申請者は、火山影響等発生時における廃止措置段階の原子炉施設に係る体制の整備

については、第２編（廃止措置段階）第１５３条（電源機能喪失時等の体制の整備）

に定める体制の整備として行うとしている。 

規制庁は、廃止措置段階にある１号炉及び２号炉に係る火山影響等発生時における

体制の整備について、現行の保安規定に規定されている電源機能喪失時等の体制で対

応可能であることから、第１８号の２を満足していることを確認した。また、火山影

響等発生時における体制の整備について、新たな手順の整備や資機材の配備等が不要

であり、関係する条文の変更は必要無いことを確認した。 

 

以上のことより、本申請に係る変更は、原子炉等規制法第４３条の３の２４条第２項に

定める「核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防

止上十分でないと認めるとき」に該当しないと認められる。 

 

なお、本件申請に係る美浜発電所について、原子力規制委員会は、平成３１年度第４回

原子力規制委員会において、大山火山の大山生竹テフラ（ＤＮＰ）の噴出規模は 11㎦ 程

度と見込まれること、及び、大山倉吉テフラ（ＤＫＰ）とＤＮＰが一連の巨大噴火である

とは認められず、上記噴出規模のＤＮＰは火山影響評価において想定すべき自然現象であ

ることを認定し、上記のとおり認定した事実に基づけば、火山事象に係る「想定される自

然現象」の設定として明らかに不適当であり、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則第６条第１項への不適合が認められるため、原子炉等規

制法第４３条の３の２３第１項の規定に基づき基本設計ないし基本的設計方針を変更す
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べき旨、令和元年６月１９日に申請者に命じたところである。申請者からは、令和元年９

月２６日に当該事項に係る設置変更許可申請がなされている。 

規制庁は、（ⅰ）平成３１年度第４回原子力規制委員会において判断されたとおり、大

山火山は活火山ではなく噴火が差し迫った状況にあるとはいえず、上記のとおり認定した

ＤＮＰの噴出規模の噴火による降下火砕物により当該発電所が大きな影響を受けるおそ

れがある切迫した状況にはないこと、（ⅱ）上記の命令の適切な履行により上記の不適合

状態は是正することができ、かつ、大山火山の状況に照らせばこれで足りることなどから、

上記命令に係る手続が進んでいる現在の状況下における本件の審査においては、ＤＮＰの

噴出規模を含め火山事象に係る「想定される自然現象」については、既許可（令和２年１

月２９日許可）の想定を前提として、本件申請についての基準適合性を判断したところで

ある。 


